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部門毎に排出される不要品を撤
去処分。

家電・什器・情報機器
処分

産廃マニフェスト発行
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部門毎に特化した不要品を同時に処分

回収対象となる3部門毎に請求を分けて回収を実施

3拠点で様々な不要品が溜まってきておりま
した。
不要となる什器類は廃棄マニフェストを発
行した処分と、3拠点分の回収費用と工数は
最小限の車両数での回収を業者側に求めて
おりました。また、回収対象物の中に磁気
メディアやレコーダーなどが含まれていた
場合には、データ消去を含めた処分のでき
る業者を探しておりました。

部門毎に排出される不要品を撤去処分。家電も什器も情報機器のす
べてに対応。

お客様のお悩み・課題をヒアリングした上で什器と情報機器類の買取と、買取出来ない
産業廃棄物の回収についてお伝えし、産業廃棄物のマニフェストとデータ消去証明書の
発行書類をサンプルで提出いたしました。

部門毎に請求と処分をされたいため、総務部門・ファシリティ部門・情報システム部門
の3部門へのお見積りと回収日程を調整し、3拠点から部門毎に排出される不要品を回収
させていただきました。

■回収品
①総務部門・・・オフィス家電中心（ビデオカメラ、DVテープ類）　
②ファシリティ部門・・・什器類中心（棚、キャビネット、FAX）
③情報システム部門・・・情報機器中心（PC、ICレコーダー）

総務部門はオフィス家電類、ファシリティ部門は什器類、システム部門は情報機器類を
排出し回収。情報機器は物理破壊し、全ての不要品をマニフェスト廃棄いたしました。

1日で3拠点を1車両で回収し、お客様の要望でもあったコストダウンにも繋がり、ICレコ
ーダー、DVテープ類などのデータを滅却した証明書、不要什器類の法的処分証明書（マ
ニフェスト）を一緒にご提出してお悩みを解決いたしました。

部門毎に請求 家電・什器・情報機器処分 3拠点から回収 産廃マニフェスト発行
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